１　沿　　　　　　　　革

昭和23年11月 1日　　教育委員会法施行により事務局に次のとおりの組織を設置する。

　　　　　　　　　　　　  秘書室、指導室、第一部庶務課、同学事課、同調査統計課、
同施設課、第二部社会教育課、同体育課、同学校保健課

昭和24年 1月26日　　第二部体育課を健康厚生課に改称

昭和24年10月17日　  第一部、第二部を廃止(次長を設置)

昭和25年 5月 １日　　健康厚生課及び学校保健課を廃して保健体育課を設置し、秘書室を秘書課に、調査統計課を教育調査課に、それぞれ改称

昭和29年11月15日 　 指導室を指導課に、学事課を教職員課に、それぞれ改称

昭和32年 4月 1日　　秘書課及び庶務課を廃して、総務課を設置

昭和37年 4月 1日　　教育調査課及び指導課を廃して、指導第一課及び指導第二課を
設置

昭和38年 8月 1日　　福利課を設置

昭和44年 4月 1日　　文化財保護課及び同和教育企画室を設置

昭和47年 4月 1日　　学校用地室を設置

昭和53年 4月 1日　　学校用地室を廃して施設課に統合

昭和55年 4月 1日　　財務課を設置

平成 2年 4月 1日　　指導第二課に養護教育室を設置

平成 6年 4月 1日　　指導第一課及び指導第二課を廃して、高校教育課及び義務教育

を設置し、養護教育室を養護教育課に改称

平成 9年 1月 1日　　財務課に学務管理室を設置

平成10年 4月 1日　　同和教育企画室を人権教育企画課に改称

平成12年 4月13日 　 総務課及び人権教育企画課を教育政策室とし、同室に総務企画課及び人権教育企画課を設置

　　　　　　　　　　　    高校教育課、義務教育課、養護教育課、社会教育課及び保健体育課を教育振興室とし、同室に学事課、教務課、児童生徒課、障害教育課、保健体育課及び地域教育振興課を設置

　　　　　　　　　　    　教職員課及び福利課を教職員室とし、同室に教職員企画課、教職員人事課及び福利課を設置

学務管理室を学務管理課に改称

平成14年 4月 1日　　教育振興室に高校改革課を設置

平成15年 4月 1日　　教育政策室に学校総務サービス整備課を設置

平成16年 4月 1日　　学校総務サービス整備課を廃止し、学校総務サービス課を設置

平成17年 4月 1日　　教育振興室を再編し、同室に高等学校課、高校改革課、障害教育課、保健体育課を設置

　　　　　　　　　　　    新たに市町村教育室を設置し、同室に小中学校課、児童生徒支援課、地域教育振興課を設置

平成19年 4月 1日　　学務管理課を廃して学校総務サービス課に統合
平成20年 4月 1日　　高校改革課を廃止

　　　　　　　　　　　    障害教育課を支援教育課に改称

平成21年 4月 1日　　教育政策室を廃止し、教育総務企画課及び人権教育企画課を設置
平成23年 4月 1日　　施設課及び財務課を廃して、施設財務課を設置

平成24年 4月 1日　　児童生徒支援課を廃して小中学校課に統合

平成26年 4月 1日　　教育振興室に高校再編整備課を設置

平成28年 4月 1日　　教育委員会事務局を教育庁に改称し、府民文化部 私学・大学課より私学課を移管
令和 4年 4月 1日　　教育振興室に高校教育改革課を設置
令和 6年 4月 1日　　高校教育改革課及び高校再編整備課を廃して、高校改革課を設置
